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Ｗｅｂメニューから eConsoliTax・e-TAX連結納税の体験版を利用する方法 

 

Ⅰ 連結納税システム（eConsoliTax） 

１．体験版のＵＲＬへアクセスします。 

 https://econsolitax.tkc.co.jp/WebMenu/taiken/920001/menu 

 ※ 体験版の目的は、各ＰＣに登録されるデモデータを利用し、画面や別表の確認です。 

画面の入力や印刷は可能ですが、データ通信は行われず計算処理はできません。 

 ※ 体験版で利用できる版数は、各年度の最新版です。 

 ※ 体験版と貴社のWebメニューを同時に利用することはできません。 

２．認証画面で下記を入力します。 

[ユーザＩＤ]ect0001 [パスワード]ect0001 

  

※ 初めてＷｅｂメニューを利用する場合は、Ｐ２の【ご参考】の事前準備が必要です。 

（既にＷｅｂメニューを利用している場合は、事前準備は不要です。） 

 ※ 体験版では下記の５つのＩＤを利用可能です。 

【ご参考】体験版で利用可能なログイン IDと処理権限 

     

    （ログイン時のユーザ IDの権限に基づいてシステムが動作します。） 

https://econsolitax.tkc.co.jp/WebMenu/taiken/920001/menu
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【ご参考】Ｗｅｂメニューを初めて利用するPCの事前準備 

※ Ｗｅｂメニューは、Internet Explore11、Microsoft Edge(Chromium版を含む)、 

及びGoogle Chromeを利用可能です。 

 

①eConsoliTaxを初めて利用するＰＣの場合 

「環境設定手順書」を参照し、事前準備を行います。 

※ Ｗｅｂメニューの「システム設定」のリンク ＞ 「環境設定手順書」のリンク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②eConsoliTaxを既に利用しているＰＣの場合 

  「システム起動方法の改訂にかかる利用開始手順書」を参照し、事前準備を行います。 

  ※ Ｗｅｂメニューの「オンラインＱ＆Ａ」＞「コンサルティングツール一覧」＞ 

「システムインストール関連」のリンク 

     

 

  

https://www.tkc.jp/~/media/Tkc/consolidate/consulting_tool/urh9v2y6ki9f/econsolitax/docs/eConsoliTax_UserManual_202002.pdf
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３．「連結納税システム」のリンクをクリックします。 

   

※ 初めて起動する年度は、プロダクトキーの登録を求められます。 

「プロダクトキー」と「連結納税グループ名」は、何も入力せずに「OK」ボタンを 

クリックすると、体験版のデータが登録されます。 

      

※ 「通信環境の設定」は、設定を変更せずに「OK」ボタンをクリックします。 

       

 ※ 過年度を利用する場合は「過年度版システム」のリンクをクリックし、対象年度 

   の eConsoliTaxのリンクをクリックします。 
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４．利用する処理区分を選択します。 

 ※ 「予定申告」と「確定申告」を利用できます。 

（これ以外の処理区分は利用できません。） 
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Ⅱ TKC電子申告システム（e-TAX連結納税） 

１．体験版のＵＲＬ（上記Ⅰ１）へアクセスします。 

 ※ ユーザＩＤ（上記Ⅰ２）は、「ect0001」を利用します。 

２．「e-TAX連結納税」のリンクをクリックします。 

 ※ 過年度を利用する場合は「過年度版システム」のリンクをクリックし、対象年度 

   の e-TAX連結納税のリンクをクリックします。 

３．利用する処理区分（上記Ⅰ４）を選択します。 

 ※ 財務諸表や勘定科目内訳明細書の読込を確認する場合は、「確定申告」を選択します。 
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【重要】利用者識別番号や利用者 IDに貴社の情報を入力しないでください 

体験版でも e-Tax や eLTAX にログインできるため、利用者識別番号や利用者 ID に貴社の情報

を入力した場合、体験版の情報を e-Taxや eLTAXの貴社の情報に更新する可能性があります。 

 そのため、下記画面の利用者識別番号等には、貴社が利用している利用者識別番号等を入力しな

いでください。 

※ 体験版は、サンプルの利用者識別番号等が設定されているので、そのまま利用します。 

（[税理士（法人）の電子申告基本情報]の利用者識別番号等は空欄のまま利用します。） 

①[111.法人基本情報の確認・登録]の[電子申告]タブ 

 1)利用者識別番号 2)利用者 ID 

   

 ②[121.税理士事務所の基本情報登録]の[税理士（法人）の電子申告基本情報]タブ 

1)国税の利用者識別番号 2)地方税の利用者 ID 

    

以 上 


